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事業名 特定健康診査・特定保健指導事業 （所管：国保指導室 国保指導係）

継続（平成20年度）

１ 目 的

高齢者の医療の確保に関する法律第２０条及び２４条に基づき市町村国保が実施する特定健康診査及び

特定保健指導に要する費用の３分の１を負担するとともに，特定健康診査及び特定保健指導の適正かつ効

果的な実施について指導・助言を行う。

また，特定保健指導等に従事する保健師・管理栄養士等に対する研修を行う等，特定保健指導等の円滑

な実施及び推進を支援することにより，県民の健康保持増進の推進やＱＯＬの向上を図るとともに，ひい

ては国保医療費の適正化を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ 特定健康診査等負担金 県 市町村の特定健康診査等の実施を指導・助言 県 10/10

事業 し，国民健康保険法第７２条の４に基づき，特

定健康診査等の費用の３分の１を負担する。

２ 保険者による健診・保健 県 特定健康診査及び特定保健指導について，各医 県 10/10

指導等推進支援事業 療保険者が企画・実践・評価を適切に行い，計 (一部

画的に推進できるよう支援する。 国1/2，

県 1/2)

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比

１ 特定健康診査等負担金 千円 千円 千円 ％

事業 272,210 272,210 236,909 114.9

２ 保険者による健診・保 1,181 1,181 1,182 99.9

健指導等推進支援事業

計 273,391 273,391 238,091

１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

Ⅰ 生涯を通じて安心して暮らせる社会づくり

第７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

１ 特定健康診査等負担金 ・負担金の交付 ・負担金の交付 ・負担金の交付

事業 43保険者 43保険者 43保険者

２ 保険者による健診・保 ｢特定健康診査・特定 ｢特定健康診査・特定 ｢特定健康診査・特定

健指導等推進支援事業 保健指導推進研修に係る 保健指導推進研修に係 保健指導推進研修に係る

実務者検討会｣の設置・ る実務者検討会｣の設置 実務者検討会｣の設置・

運営 ・運営 運営

・実施回数：２回 ・実施回数：２回 ・実施回数：２回

｢特定健康診査・特定 ｢特定健康診査・特定 ｢特定健康診査・特定

保健指導推進研修地区 保健指導推進研修地 保健指導推進研修地区

別研修｣の開催 区別研修｣の開催 別研修｣の開催

・開催回数：８地区 ・開催回数：８地区 ・開催回数：８地区

11回（予定） 13回（見込み） 12回

保険者支援 保険者支援 保険者支援

・保険者数：４３保 ・保険者数：４３保 ・保険者数：４３保険

険者 険者 者

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

事業名 健康増進支援事業 （所管：健康増進課 がん対策・歯科保健係）

継続（平成20年度）

１ 目 的

生活習慣病等を予防し，県民の健康保持やＱＯＬの向上を図るため，健診，健康教育，健康相談等の健康

増進事業を実施する市町村の支援を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ 健康増進支援事業 市町村 壮年期からの生活習慣病の予防等を目的とし 国 1/3

（鹿児島市 て，健康増進法に基づき市町村が実施する健康 県 1/3

含む） 増進のために必要な事業に対し，補助金を交付 市町村

する。 1/3

（一部国10/10）

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

１ 健康増進支援事業 97,970 97,970 99,629 98.3

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

１ 健康増進支援事業 健康増進法に基づき， 健康増進法に基づき， 健康増進法に基づき，

市町村が実施した保健事 市町村が実施した保健事 市町村が実施した保健事

業に対し，補助金を交付 業に対し，補助金を交付 業に対し，補助金を交付

1 健康手帳の交付 1 健康手帳の交付 1 健康手帳の交付

2 健康教育 2 健康教育 2 健康教育

3 健康相談 3 健康相談 3 健康相談

4 健康診査 4 健康診査 4 健康診査

5 機能訓練 5 機能訓練 5 機能訓練

6 訪問指導 6 訪問指導 6 訪問指導
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事業名 健康づくりかごしま総合対策事業 （所管：健康増進課 健康増進栄養係）
（所管：健康増進課 がん対策・歯科保健係）

継続（平成19年度）

１ 目 的
がん，糖尿病等の生活習慣病は県民の健康阻害の大きな要因となっていることから，予防啓発や早期発

見・早期治療の促進，さらには医療体制の整備を図るとともに，健康づくりを支援する社会環境の整備を
促進することによって，県民の健康寿命の延伸と生活の質（ＱＯＬ）の向上を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ メタボリックシンドロー 県 肥満や糖尿病等の生活習慣病を予防・改善す 国 1/2
ム予防対策事業 るため，関係団体と連携して，生活習慣の改善 県 1/2

や健診受診率の向上を図るための普及啓発等を
行う。

２ がん克服総合推進事業 県 がん予防の推進，がん医療の均てん化及びが 国 1/2
んの早期発見・早期治療等の促進を図る。 県 1/2

(一部県10/10)

３ がん医療提供体制緊急整 県 がん医療均てん化の推進を図るため，地域が 国 1/2
備事業 ん診療連携拠点病院の整備に要する経費を一部 県 1/2

支援する。

４ 肺がん早期発見促進事業 県 肺がんによる死亡を減少させるため，発見率 県 10/10
の高い低線量ＣＴによる肺がん検診に対する助
成を行うとともに，読影医など専門の人材を養
成し，肺がんを早期に発見できる体制を整備す
る

５ がん検診車整備費補助事 県 がん検診車を整備する検診機関に対し，整備 県 10/10
業 費用を補助する。

６ がん診療施設設備整備事 県 がんの医療機器等を整備する県がん診療指定 国 10/10
業 病院に対し，整備費用の一部を助成する。

７ 健康づくりを支援する社 県 産業界と連携し，ヘルシーメニュー提供店の 国 1/2
会環境整備事業 拡大や受動喫煙防止の環境整備，職場ぐるみの 県 1/2

健康づくりの推進など，社会全体で県民の健康
づくりを支援する環境整備を図る。

８ 全国食生活改善大会開催 県 本県で全国食生活改善大会を開催し，地域の 大会：県
事業 食生活改善活動の促進を図る。 負担金定額

お成り：県
10/10

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

１ メタボリックシンドロ 2,698 2,698 3,352 80.5
ーム予防対策事業

２ がん克服総合推進事業 13,051 13,051 13,224 98.7

３ がん医療提供体制緊急 24,000 24,000 24,000 100.0
備事業

４ 肺がん早期発見促進事 53,012 53,012 60,369 87.8
業

５ がん検診車整備補助事 56,700 56,700 63,000 90.0
業

６ がん診療施設設備整備 10,500 10,500 － 皆増
事業

７ 健康づくりを支援する 1,045 1,045 － 皆増
社会環境整備事業

８ 全国食生活改善大会開 2,358 2,358 － 皆増 単年度実施
催事業

計 163,364 163,364 163,945

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

１ メタボリックシンドロ ・かごしま健康イエロ ・かごしま健康イエロ ・かごしま健康イエロ－
ーム予防対策事業 ーカードキャンペー ーカードキャンペー カードキャンペーン

ンの展開 ンの展開 の展開
〔強化月間（10月） 〔強化月間（10月） 〔強化月間（10月）
の主な取組〕 の主な取組〕 の主な取組〕

・ポスター等の作成 ・ポスター等の作成 ・ポスター等の作成
・地域健康づくり推進 ・健康かごしま２１推 ・健康かごしま２１推
事業の実施 進セミナーの開催 進セミナーの開催

５地域で５回 ４地域で４回開催
・地域健康づくり推進 ・地域健康づくり推進
事業の実施 事業の実施

・「かごしま食の健康 ・「かごしま食の健康
応援店」の拡大 応援店」の拡大

・「職場の健康づくり ・「職場の健康づくり
賛同事業所」の拡大 賛同事業所」の拡大
・支援 ・支援

２ がん克服総合推進事業 ・がん対策推進協議会 ・がん対策推進協議会 ・がん対策推進協議会
の開催 の開催 の開催

・がん予防の普及啓発 ・がん予防の普及啓発 ・がん予防の普及啓発
・がん検診均てん化研 ・がん検診均てん化研 ・がん検診均てん化研
修会の開催 修会の開催 修会の開催

・がん登録100％推進事 ・がん登録100％推進事 ・がん登録100％推進事
業の実施 業の実施 業の実施

・ATL対策推進事業の実 ・ATL対策推進事業の実 ・ATL対策推進事業の実
施 施 施

・女性特有の疾患に関 ・女性特有の疾患に関 ・女性特有の疾患に関
する普及啓発 する普及啓発 する普及啓発

・女性の健康支援セミ ・女性の健康支援セミ ・女性の健康支援セミ
ナーの開催 ナーの開催 ナーの開催

・がん患者相談・支援 ・がん患者相談・支援 ・がん患者相談・支援
事業 事業 事業

３ がん医療提供体制緊急 ・地域がん診療連携拠 ・地域がん診療連携拠 ・地域がん診療連携拠
整備事業 点病院の整備に要す 点病院の整備に要す 点病院の整備に要す

る経費の支援 る経費の支援 る経費の支援

４ 肺がん早期発見促進事 ・検診費助成対象者数 ・検診費助成対象者数 ・検診費助成対象者数
業 ７，０００人 ８，０００人 ８，０００人

・助成単価 ・助成単価 ・助成単価
検診費用の７割 検診費用の７割 検診費用の７割

５ がん検診車整備補助事 ・がん検診車を整備す ・がん検診車を整備す －
業 る検診機関に対する る検診機関に対する

整備費用の補助 整備費用の補助
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第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

６ がん診療施設設備整備 ・がんの医療機器等を － －
事業 整備する県がん診療

指定病院に対する整
備費用の補助

７ 健康づくりを支援する ・「かごしま食の健康
社会環境整備事業 応援店」の拡大・登

録店舗のレベルアッ
プ

・完全分煙等の環境を
整えた店舗に係る情
報提供

・「職場の健康づくり
賛同事業所」の拡大
・支援

８ 全国食生活改善大会開 大会開催に係る連絡
催事業 調整 ほか
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事業名 あまみ長寿・子宝プロジェクト （所 管：保健医療福祉課 企画調整係）

継続（平成16年度）

１ 目 的

奄美地域特有の「長寿」や「子宝」等の特性を分析・検証した成果を核とし，少子・高齢化に対応したモ
デルとなる総合的な地域社会づくりとともに，長寿・癒し等の資源や魅力を活用した産業・観光の振興を促
進することにより，「長寿・子宝・癒しの島 あまみ」の構築を図り，県民・国民の健康寿命の延伸と次世
代育成の支援を進める。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ あまみ長寿・子宝ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 県 あまみ長寿・子宝プロジェクト戦略ビジョン 国 1/2
戦略ビジョン推進事業 の円滑な推進を図るため，「あまみ長寿・子宝 県 1/2

プロジェクト推進協議会」等を設置・運営する
とともに，これまでの取組成果を島内外へ情報
発信するなど，プロジェクトの普及に努める。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

あまみ長寿・子宝プロジェクト戦略 9,410 9,410 2,124 443.0
ビジョン推進事業

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

４ 25年度事業計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

１ あまみ長寿・子宝プロジ ・あまみ長寿・子宝プ ・あまみ長寿・子宝プ ・あまみ長寿・子宝プロ
ェクト戦略ビジョン推進事 ロジェクト推進協議 ロジェクト推進協議 ジェクト推進協議会の
業 会の開催(２回開催) 会の開催 開催（10/31，1/26）

・これまでの当ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ （7/19，1/31） ・保健・産業・観光関係
ﾄによる事業成果の周 ・まちづくりや地域興 者等を対象としたセミ
知及び地元に対し， し及び行政関係者等 ナーの実施（11/1）
「長寿･子宝」の意識の を対象としたセミナ ・プロジェクトの普及・
醸成を図るため，ｼﾝ ーの実施 （7/20） 啓発
ﾎﾟｼﾞｳﾑを開催 ・プロジェクトの普及
・事業成果等をとりま ・啓発
とめ，提言書を作成
し，配布
・プロジェクトの普及
・啓発

２ 「長寿・健康の島」継承 － ・早世の現状や対応策 ・調査結果報告書の作成
・発展事業 等の住民への周知 ・健康課題への対応策の

・パンフレットの作成 検討
・調査結果等の住民への
周知

３ 巡るいのちのキョラジマ － ・地場産食材を使用し ・伝統食等の「集落ブラ
創造事業 た特産品の開発及び ンド」に「長寿・癒

ＰＲ(大和村) し」にまつわる『物
・長寿食材の復活栽培 語』の付加価値を付け
による地域活性化 て，地域の活性化につ
(龍郷町) なげる
・長寿食材を使った加 ・高齢者を中心に長寿食
工品を開発し，ﾓﾆﾀｰ 材を活用した特産品の
ｱﾝｹｰﾄ等を実施し， 開発・販売及び長寿レ
販売戦略の構築を図 シピ集の作成
る(天城町) ・長寿食材の復活栽培に
・自然環境，地域力， よる地域活性化
食生活，暮らし，文 ・「健康野菜」「島唄・
化を次世代に引き継 島踊り」等の伝承によ
ぐための方策と体制 る町づくりの推進及び
づくりを図る 観光受入体制の整備
(伊仙町) 奄美市,大和村，龍郷町
（３町１村４事業) 天城町，伊仙町

（１市３町１村５事業）

４ スギ花粉の少ない島あま － － ・花粉症患者を対象とし
みＰＲ事業 た旅行商品の造成及び

商品のＰＲ
・大都市圏での奄美群島
のＰＲ
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事業名 健康かごしまデザイン２１推進事業 （所管：健康増進課 健康増進栄養係）

継続（平成13年度）

１ 目 的
地域・職域・学域保健の連携等により「健康かごしま２１（平成２５～３４年度）」の推進を図る。
また，全国に比べて死亡率が高い脳卒中に重点をおいた生活習慣病の発症・重症化予防に重点的・集中的

に取り組み，脳卒中による早世の減少を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ 健康かごしま２１推進協 県 効果的・効率的な健康づくり施策や地域・職 国 1/2
議会 域・学域保健の連携方策等について，健康関連 県 1/2

団体と協議する。

２ 脳卒中対策プロジェクト 県 脳卒中に重点をおいた生活習慣病の発症・重 県10/10
推進事業 症化予防に集中的に取り組み，県民の生活の質

の向上や脳卒中による早世の減少を図る。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

１ 健康かごしま21推進協 1,675 1,675 1,675 100.0
議会

２ 脳卒中対策プロジェク 3,232 3,232 4,402 73.4
ト推進事業

３ 新健康増進計画策定事 － － 2,570 皆減 単年度事業
業【廃止】

合 計 4,907 4,907 8,647 56.7

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

１ 健康かごしま２１推進 ・健康かごしま２１推 ・健康かごしま２１推 ・健康かごしま２１推
協議会 進協議会の開催 1回 進協議会の開催 1回 進協議会の開催 1回

・地域・職域・学域連 ・地域・職域・学域連 ・地域・職域・学域連
携推進委員会の開催 携推進委員会の開催 携推進委員会の開催

2回 2回 2回
・健康かごしま21地域推 ・健康かごしま21地域推 ・健康かごしま21地域推
進協議会の開催 進協議会の開催 進協議会の開催

9地域で9回 9地域で11回 9地域で11回
・市町村健康増進計画 ・市町村健康増進計画 ・市町村健康増進計画
策定支援 策定支援 策定支援

２ 脳卒中対策プロジェク ・対策推進検討会，研 ・対策推進検討会，研 －
ト推進事業 修会開催 修会開催

・県民向け普及啓発活 ・料理教室開催
動 ・減塩レシピ集作成

・モデル市町支援 ・県民向け普及啓発活
・発症要因調査 動

・疫学調査
・モデル市町支援

３ 新健康増進計画策定事 － ・健康増進計画に係る －
業【廃止】 推進協議会，専門部

会の開催
・健康増進計画の印刷
・配布
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第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

事業名 栄養指導事業 （所管：健康増進課 健康増進栄養係）

継続（昭和22年度）

１ 目 的
専門的な知識及び技術を必要とする栄養指導を行うとともに，栄養士・調理師等給食担当者の栄養知識の

向上及び調理方法の改善等についての援助・指導等を行うことにより，県民の栄養状態の改善等を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ 特定給食施設指導 県 特定かつ多数の者に対して継続して食事を供 県 10/10
給する施設に対し，巡回指導及び給食従事者の
研修を行う。
また，給食施設連絡協議会の育成・支援を行う。

２ 各種会議 県 全国，九州単位の健康増進関係会議等に出席 県 10/10
する。

３ 栄養士・調理師養成施設 県 栄養士・調理師養成施設の適正運営のための 県 10/10
指導及び免許事務 指導を行う。また，栄養士，調理師の免許証の

交付及び調理師試験を実施する。

４ 調理業務従事届出事業 県 調理師法第５条の２の規定により，現に調理 県 10/10
業務に従事している調理師から調理業務従事届
出を求める。（隔年実施）

５ 栄養士・調理師関係権限 県 市町村に移譲した事務に要する経費を年度 県 10/10
移譲交付事業【新規】 ごとに当該市町村に交付する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

１ 特定給食施設指導 187 187 187 100.0

２ 各種会議 128 128 136 94.1

３ 栄養士・調理師養成施設指導及び免許事務 836 836 830 100.7

４ 調理業務従事届事業 0 0 36 皆減 隔年実施

５ 栄養士・調理師関係 543 543 372 146.0
権限移譲交付事業

合 計 1,694 1,694 1,561 108.5
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第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

１ 特定給食施設指導 個別指導 300施設(見込み) 個別指導 390施設 個別指導 347施設

集団指導 600施設(見込み) 集団指導 519施設 集団指導 423施設

２ 栄養士・調理師養成施 免許証交付件数(見込) 免許証交付件数 免許証交付件数
設指導及び免許事務

栄養士新規 244件 栄養士新規 249件 栄養士新規 234件

書換 102件 書換 121件 書換 78件

再交付 28件 再交付 27件 再交付 25件

調理師新規 638件 調理師新規 644件 調理師新規 659件

書換 84件 書換 98件 書換 60件

再交付 83件 再交付 107件 再交付 66件

調理師試験の実施 調理師試験 調理師試験
受験願書受理見込数 受験願書受理数610件 受験願書受理数531件

533件 合格者 326人 合格者 322人
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事業名 健康増進センター管理運営事業 （所管：健康増進課 健康増進栄養係）

継続（平成13年度）

１ 目 的
県民の健康づくりを推進するため，市町村・保健所・医療機関等と連携して，個人の健康度・体力度に応
じた健康づくりを具体的に提案するとともに，健康づくりが安全にかつ効果的に実践されるよう指導・支援
を行う。また，鹿屋体育大学等と連携して，健康づくりに関する調査研究や情報提供を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

健康増進ｾﾝﾀｰ管理運営事業 県 ・施設の管理運営について協定締結 県 10/10
指定管理者：(公財)鹿児島県民総合保健ｾﾝﾀｰ

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

健康増進ｾﾝﾀｰ管理運営事業 170,839 170,839 171,038 99.9

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

健康増進センター管理運営 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業
事業 ・健康づくり処方・指 ・健康づくり処方・指 ・健康づくり処方・指

導事業 導事業 導事業
・健康づくり教室事業 ・健康づくり教室事業 ・健康づくり教室事業
・普及啓発 ・普及啓発 ・普及啓発
・健康づくりの場の提 ・健康づくりの場の提 ・健康づくりの場の提
供 供 供

・中核機能事業 ・中核機能事業 ・中核機能事業
・指導者育成・活動支 ・指導者育成・活動支 ・指導者育成・活動支
援 援 援

・調査研究 ・調査研究 ・調査研究
・情報提供 ・情報提供 ・情報提供
・関係機関との連携 ・関係機関との連携 ・関係機関との連携

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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事業名 地域ケア・介護予防推進支援事業 （所管：介護福祉課 地域包括ケア推進係）

継続（平成18年度～）

１ 目 的
要介護認定率の高い要因の調査・分析など，地域に合った介護予防施策を支援することにより県全体の介

護予防の推進を図るとともに，地域支援事業及び予防給付の効果的かつ適切な実施を図るため，地域包括支
援センター職員等に対する研修等を実施するほか，地域支援事業に係る県負担金の交付を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ かごしま介護予防推進支援 県 要介護認定率の高い要因の調査・分析など， 国 1/2
事業 地域に合った介護予防施策を支援することによ 県 1/2

り県全体の介護予防の推進を図る。

２ 地域包括支援センター職員 県 地域支援事業や予防給付の効果的かつ適切な実 県 10/10
等研修事業 施を図るため，地域包括支援センターの職員等

に対し研修を実施する。

３ 地域支援事業 県 市町村が実施する地域支援事業に係る県交付 県 10/10
金（介護予防事業12.5％，包括的支援事業・任
意事業19.75％）を交付する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年度比
千円 千円 千円 ％

１ かごしま介護予防推進支援 4,003 4,003 4,003 100.0
事業

２ 地域包括支援センター職員 473 473 473 100.0
等研修事業

３ 地域支援事業 3,153,079 542,083 499,528 108.5

計 3,157,555 546,559 504,004 108.4

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

１ かごしま介護予防推 ･介護予防事業検討会の ・介護予防事業検討会 －
進支援事業 開催（3回） の開催（３回）

・要介護認定率の高い要
・介護予防事業の優良事 因の調査・分析，介護
例の情報収集 予防事業の優良事例の

情報収集
・介護予防従事者専門研 ・介護予防従事者専門研
修会（市町村職員，事 修会(市町村，事業所
業所向け） 向け) ３回

・介護予防関連事業の事
・介護予防マニュアルの 業評価の見直し及び介
改訂 護予防マニュアルの改

訂検討

２ かごしま介護予防力 － － ・かごしま介護予防力強
強化事業 化委員会の開催(１回)

・認知症セミナー・介護
予防シンポジウムの開
催(１回)

・介護予防推進のための
ＮＰＯ法人との協働方
針の策定

・まちかど薬局元気生活
度チェック研修(１回)

・介護予防従事者専門研
修会(１回)

・介護予防の効果検証

３ 地域包括支援センタ ・地域包括支援センター ・地域包括支援センター ・地域包括支援センター
ー職員等研修事業 職員研修の実施 １回 職員研修の実施 １回 職員研修の実施 １回

４ 地域支援事業 ・地域支援事業交付金の ・地域支援事業交付金の ・地域支援事業交付金の
交付 43市町村 交付 43市町村 交付 43市町村

計541,845千円 計499,287千円 計507,163千円
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事業名 高齢者元気度アップ推進体制づくり事業 （所管：介護福祉課 地域包括ケア推進係）

継続（平成２４年度～）

１ 目 的
高齢者の健康づくりや社会参加活動に対して，地域商品券等に交換できるポイントを付与することによ

り，高齢者の介護予防への取組促進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

高齢者元気度アップ推進体 県及び (1) 高齢者元気度アップ・ポイント事業 (1)
制づくり事業 市町村 ① 高齢者が健診受診・介護予防教室等へ参加し 【地域支援事業分】

て行う健康づくりや社会参加活動に対してポイ 国 1/4
ントを付与。 県 1/8
② 蓄積したポイントを地元商店街で使える地域 市町村 1/8
商品券等に交換。 保険料 1/2

(2) 高齢者元気度アップ・ポイント普及啓発事業 【県単補助事業分】
市町村の「高齢者元気度アップ・ポイント事 県 10/10
業」の取組支援及び普及啓発を図る。

(2)
※ポイント還元の１／２及び市町村事務費につ 県 10/10
いては国庫補助制度の「地域支援事業」を活
用。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

高齢者元気度アップ推進体 280,180 132,463 135,529 97.7
制づくり事業

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

高齢者元気度アップ推進体 ・市町村による高齢者元 ・市町村による高齢者 －
制づくり事業 気度アップ・ポイント事 元気度アップ・ポイ

業の実施 ント事業の実施
・普及啓発事業 （22市町村）
①市町村及び地域振興局 ・普及啓発事業
への説明会の実施 ①市町村及び地域振
②事業普及啓発セミナー 興局への説明会の
の実施 実施

②「市町村事業導入
ガイドライン」の
作成

③広報誌「県政かわ
ら版」
（平成24年10月）
による県民への周
知

④事業普及啓発セミ
ナーの実施
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第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

事業名 歯科口腔保健推進事業（新規） （所管：健康増進課 がん対策・歯科保健係）

新規（平成２５年度）

１ 目 的
本県歯科保健事業体制の整備を図るとともに，県民に対する適切な歯科保健知識の普及啓発や乳幼児に

対するむし歯予防，口腔機能発達のための取組等を実践し，県民全体の歯科保健の向上を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ 歯科口腔保健推進体制整 県 ・歯科口腔保健推進協議会 国 定額
備事業 （保健所） ・地域歯科口腔保健推進会議 県 10/10

・地域歯科保健向上実践事業 国 定額

２ 歯科口腔保健意識啓発事 県 ・８０２０運動推進員活動支援事業 国 定額
業 （保健所） ・要介護高齢者等の口腔ケア対策推進事業 〃

県 ・訪問口腔保健指導 県 10/10
３ 歯科口腔保健実践指導事 （保健所） ・乳幼児期の口腔機能発達支援推進事業 国 定額
業

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

１ 歯科口腔保健推進体制 1,624 1,624 － 皆増
整備事業

２ 歯科口腔保健意識啓発 1,743 1,743 － 皆増
事業

３ 歯科口腔保健実践指導 2,768 2,768 － 皆増
事業

計 6,135 6,135 － 皆増
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４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

１ 歯科口腔保健推進体制 ○歯科口腔保健推進協 － －
整備事業 議会 ２回

○地域歯科口腔保健推
進会議 各地域１回

○地域歯科保健向上実
践事業
・地域歯科保健向上
実践検討会及び研
修会の実施
各地域１回以上

２ 歯科口腔保健意識啓発 ○8020運動推進員活動
事業 支援事業

・8020運動推進員研
修会 各地域１回

○要介護高齢者等の口
腔ケア対策推進事業
・介護保健施設にお
ける口腔ケア実践
モデル事業

・要介護高齢者等の
口腔ケア対策推進
検討会

３ 歯科口腔保健実践指導 ○訪問口腔保健指導
事業 各保健所

○乳幼児期の口腔機能
発達支援推進事業
・口腔機能発達及び
むし歯罹患に関す
る実態把握及び保
健指導等支援方法
の検証

・リーダー研修
・口腔機能発達支援
推進検討会

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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事業名 ハンセン病対策事業 （所管：健康増進課 感染症保健係）

継続（昭和28年度）

１ 目 的

ハンセン病問題に対する正しい知識の普及啓発を行い，ハンセン病であった方々への偏見・差別の解消を

図ることにより，これらの方々の名誉の回復と社会復帰の促進を図るとともに，療養所入所者に対する相談

体制の充実を図り，社会復帰を支援する。また，ハンセン病療養所の入所者の親族で，生計困難である者に

対して生活援護を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ ハンセン病対策事業 県 ・県内療養所の入所者及び県外療養所の本県出 県 10/10

身入所者に対する「ふるさとお楽しみ便」贈呈 国 10/10

・郷土新聞の送付

・広報による普及啓発

・親子療養所訪問

・県庁舎訪問・県内めぐりの実施

・ハンセン病啓発講演会

・国立ハンセン病資料館巡回パネル展(国庫)

・各種相談

２ ハンセン病入所者家族 県 ・ハンセン病療養所の入所者の親族で，生計困 国 10/10

生活援護 難である者に対して生活援護を実施する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

１ ハンセン病対策事業 7,069 7,069 4,909 144.0

２ ハンセン病入所者家族生 3,431 3,431 3,697 92.8

活援護

計 10,500 10,500 8,606 122.0

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度(見込) 平 成 23 年 度

１ ハンセン病対策事業 ・ふるさとお楽しみ便 ・ふるさとお楽しみ便 ・ふるさとお楽しみ便

の贈呈 の贈呈 267人 の贈呈 285人

・郷土新聞の送付 ・郷土新聞の送付 ・郷土新聞の送付

・広報による普及啓発 ・広報による普及啓発 ・広報による普及啓発

・県庁舎訪問・県内め ・県庁舎訪問・県内め ・県庁舎訪問・霧島め

ぐりの実施 ぐりの実施 ぐりの実施

平成25年10月中旬 平成24年10月10～11日 平成23年10月11～12日

参加者25人 参加者32人

(星塚敬愛園１９人,奄美和光園 ２人 (星塚敬愛園２６人,奄美和光園１人

多磨全生園 ２人，菊池恵楓園 ２人) 多磨全生園 ２人，長島愛生園１人，

菊池恵楓園 ２人)

・親子療養所訪問 ・親子療養所訪問 ・親子療養所訪問

星塚敬愛園：参加予定者 １3０人 星塚敬愛園：４０組 １１１人 星塚敬愛園：３２組の親子と教師 ９６人

奄美和光園：参加予定者 ３０人 奄美和光園： ７組 ２１人 奄美和光園：１０組の親子と教師 ３２人

・ハンセン病普及啓発 ・ハンセン病普及啓発 ・ハンセン病普及啓発

講師派遣 ６保健所 講師派遣 ７保健所 講師派遣 ６保健所

・各種相談 ・各種相談 ・各種相談

（相談窓口の設置等） （相談窓口の設置等） （相談窓口の設置等

２ ハンセン病入所者家族生 ・生活援護 ・生活援護 ・生活援護

活援護 年間延60世帯 60人 年間延64世帯 64人 年間延72世帯 72人
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事業名 原爆被爆者健康管理事業 （所管：健康増進課 疾病対策係）

継続（昭和32年度）

１ 目 的
原爆被爆者の特別な状態にかんがみ，被爆者の健康の保持・増進及び福祉の向上を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

原爆被爆者健康管理事業 県 ・健康診断の実施 国 10/10
・各種手当の支給 (一部国8/10･
・被爆者相談事業の実施 県2/10)
・介護保険の福祉系サービスを利用する際の自 国1/2県1/2
己負担分の助成

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

原爆被爆者健康管理事業 459,567 459,567 485,661 94.6

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度(見込) 平 成 23 年 度

１ 健 康 診 断 一般検査 延べ 704人 一般検査 延べ 825人 一般検査 延べ 690人
がん検査 延べ 408人 がん検査 延べ 437人 がん検査 延べ 442人
精密検査 延べ 50人 精密検査 延べ 37人 精密検査 延べ 33人
二世検診 延べ 191人 二世検診 延べ 191人 二世検診 延べ 141人

２ 各 種 手 当 の 支 給 医 療 特 別 手 当 延べ 504人 医 療 特 別 手 当 延べ 449人 医 療 特 別 手 当 延べ 546人
特別手当 延べ 48人 特別手当 延べ 27人 特別手当 延べ 24人
健 康 管 理 手 当 延べ 9,797人 健 康 管 理 手 当 延べ10,205人 健 康 管 理 手 当 延べ10,795人
保健手当 延べ 144人 保健手当 延べ 129人 保健手当 延べ 144人
介護手当 延べ 156人 介護手当 延べ 157人 介護手当 延べ 155人
葬 祭 料 延べ 59人 葬 祭 料 延べ 64人 葬 祭 料 延べ 55人

３ 被 爆 者 相 談 事 業 実施回数 26回 実施回数 26回 実施回数 26回

４ 介護保険利用被爆者助 訪問介護 1,778千円 訪問介護 1,937千円 訪問介護 1,690千円
成事業 通所介護 5,084千円 通所介護 5,093千円 通所介護 4,426千円

短期入所 1,432千円 短期入所 1,418千円 短期入所 1,790千円
施設入所 8,338千円 施設入所 7,800千円 施設入所 7,962千円
小規模多機能型 1,423千円 小規模多機能型 1,186千円 小規模多機能型 479千円

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

事業名 慢性腎臓病特別対策事業 （所管：健康増進課 疾病対策係）

継続（平成24年度）

１ 目 的
県民を対象とした講演会の開催や医療関係者を対象とした研修等の実施により，広く慢性腎臓病（ＣＫ

Ｄ）に関する正しい知識の普及・啓発や，ＣＫＤ対策に必要な人材の育成等を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ 連絡協議会の設置・開催 県 ＣＫＤ対策の推進方策等を検討するための連 国 1/2
絡協議会を設置・開催する。 県 1/2

２ 県民向け講演会の開催 県 ＣＫＤへの意識を高めるため，広く県民向け 国 1/2
講演会を開催する。 県 1/2

３ 医療関係者を対象とした 県 ＣＫＤ診療の補助を行う人材等の育成のた 国 1/2
研修会の実施 め，医療関係者を対象とした研修を行う。 県 1/2

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

１ 連絡協議会の設置・開 139 139 201 69.2
催

２ 県民向け講演会の開催 211 211 148 142.6

３ 医療関係者を対象とし 78 78 79 98.7
た研修の実施

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

１ 連絡協議会の設置・ ２回 １回 －
開催

２ 県民向け講演会の開 １回 １回 －
催

３ 医療関係者を対象と ２回 １回 －
した研修の実施
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事業名 心の健康づくり推進事業 （所管：障害福祉課 精神保健福祉係）

継続（昭和55年度）

１ 目 的

県民の精神的不安や悩み等の解消と精神的健康の保持・増進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

こころの電話 県 鹿児島県精神保健福祉協議会に委託して「こ 県 10/10

ころの電話」を設置し，相談員による無料の電

話相談を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

こころの電話 2,799 2,799 2,799 100.0

計 2,799 2,799 2,799 100.0

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

こころの電話 － 相談件数 4,897件 相談件数 1,707件
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事業名 自殺予防対策事業 （所管：障害福祉課 精神保健福祉係）

継続（平成21年度）

１ 目 的
総合的な自殺予防対策を推進するため，「県自殺予防情報センター」において，本県の自殺情報の収集や

自殺の背景・要因等に関する調査分析，自殺未遂者や自殺者親族等の相談等を行うとともに，医師を対象と
した研修会の開催や関係機関とのネットワークの強化等を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

自殺予防対策事業 県 (1) 地域自殺予防情報センターの設置・運営 県 １/２
(2) 県自殺対策連絡協議会の運営 県 10/10
(3) 早期対応の中心的役割を果たす一般医師 県 １/２
等を対象としたうつ病対応に係る研修の開
催

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

自殺予防対策事業 3,027 3,027 3,029 99.9

計 3,027 3,027 3,029 99.9

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

自殺予防対策事業 県自殺予防情報センターの運営 県自殺予防情報 県自殺予防情報
センター運営 センター運営

県自殺対策連絡協議会開催 県自殺対策連絡 県自殺対策連絡
協議会開催 協議会開催

一般医師等を対象としたうつ病対応 一般医師等を対 一般医師等を対
に係る研修会開催 象としたうつ病 象としたうつ病

対応に係る研修 対応に係る研修
会開催 会開催

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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事業名 地域自殺対策緊急強化事業 （所管：障害福祉課 精神保健福祉係）

継続（平成21年度）

１ 目 的
県自殺対策緊急強化基金を活用し，関係機関の連携体制の整備及び人材育成，普及啓発等に係る事業を実

施し，本県における自殺対策の推進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

地域自殺対策緊急強化事業 県 (1) 対面型相談事業
(2) 人材育成事業
(3) 普及啓発事業
(4) 地域における自殺対策推進体制の整備に 国 10/10
係る事業

(5) 自死遺族支援に係る事業
(6) 市町村・民間団体への助成
(7) うつ病に対する 医療等の支援体制の強化
(8) ハイリスク者支援

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

地域自殺対策緊急強化事業 71,449 71,449 91,051 78.5

計 71,449 71,449 91,051 78.5

４ 25年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

地域自殺対策緊急強化事業 ①対面型相談事業，② 人材育成事 同左 同左
業，③普及啓発事業，④地域におけ
る自殺対策推進体制の整備に係る事
業，⑤自死遺族支援に係る事業，⑥
市町村・民間団体への助成，⑦うつ
病に対する医療等の支援体制の強
化，⑧ハイリスク者支援

第 ７ 平 成 ２ ５ 年 度 事 業 の 概 要
Ⅰ－１ 心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造
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事業名 衛生統計事業 （所管：保健医療福祉課 企画調整係）

継続（昭和20年度外）

１ 目 的

厚生労働行政施策の基礎資料を得るため，各種の保健統計調査を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

衛生統計事業（委託） 国 厚生労働省大臣官房統計情報部所管の統計調 国 10/10

査を受託し，別表のとおり統計調査及び業務報

告を行う。

〃 （県単） 県 保健統計情報の提供，衛生統計年報の発行 県 10/10

など

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

25年度当初 24年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

衛生統計事業（委託） 8,056 8,056 5,350 150.6

〃 （県単） 210 210 183 114.8

４ 25年度事業計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度

衛生統計事業（委託） 別表の各種統計調査 別表の各種統計調査 別表の各種統計調査

の実施 の実施 の実施

〃 （県単） 衛生統計年報の発行 衛生統計年報の発行 衛生統計年報の発行

（300部） （300部） （300部）
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調 査 名 根 拠 法 令 目 的 調査対象／調査内容／* 成果物 周 期

１ 人 口 動 態 調 査 〇統 計 法 人口動態事象を数 人口動態５事象(出生,死亡,死 毎 月
（基幹統計） （平19．法律53） 量的に把握し，人口 産,婚姻,離婚)の動向・現状・

〇人口動態調査令 及び厚生労働行政施 実態等
（昭21．勅令447） 策の基礎資料を得
〇人口動態調査令 る。 * 月報(概数),月報(年計分)
施 行 細 則 年報(確定数),年報(報告書)
（昭23．厚生省令6号） 〈以上厚生労働省発行，以下「国」と省略。〉

衛生統計年報〈県〉
２ 医療施設動態調査 〇統 計 法 医療施設の分布及 すべての医療施設（病院・診 毎 月
（基幹統計） （平19．法律53） び整備の実態を明ら 療所）を対象として，医療法に （各年10月1日

○医療施設調査 かにするとともに， 基づき開設・廃止・変更等の届 から１年間）
規 則 医療施設の診療機能 出又は処分をした事項
（昭28．厚生省令25号） を把握し，医療行政

の基礎資料を得る。 * 概況及び報告書〈国〉
衛生統計年報〈県〉

３ 医療施設静態調査 〇統 計 法 同 上 すべての医療施設（病院・診 ３年に１回
（基幹統計） （平19．法律53） 療所）を調査客体とする 【次回調査】

○医療施設調査 ○病院票 平成２６年
規 則 ○一般診療所票
（昭28．厚生省令25号） ○歯科診療所票

* 概況及び報告書〈国〉
衛生統計年報〈県〉

４ 患 者 調 査 〇統 計 法 病院及び診療所を 全国の医療施設から都道府県 ３年に1回(10月)
（基幹統計） （平19．法律53） 利用する患者につい 別に抽出した医療施設を利用し 【次回調査】

〇患者調査規則 て，その傷病状況等 た患者を対象とする 平成２６年
（昭28．厚生省令26号） を明らかにし，医療 ○病院入院（奇数）票

行政の基礎資料を得 ○病院外来（奇数）票
る。 ○病院（偶数）票

○一般診療所票
○歯科診療所票
○病院退院票
○一般診療所退院票
* 概況及び報告書〈国〉
衛生統計年報〈県〉

５ 国民生活基礎調査 〇統 計 法 保健，医療，年金 国が指定する調査地区内の世 毎 年(６月)
（基幹統計） （平19．法律53） 福祉，所得等国民生 帯及び世帯員を対象とする

〇国民生活基礎調査 活の基礎的事項を調 ○世帯票 大規模調査３年
規 則 査して，厚生労働行 家計支出額，最多所得者，世 に１回
（昭61．厚生省令39号） 政の企画及び運営に 帯主との続柄，性，出生年月 【次回調査】

必要な基礎資料を得 医療保険の加入状況，傷病の 平成２５年
るとともに，各種調 状況等
査の調査客体を抽出 ○健康票
するための親標本を 性別，出生年月，入院，入所
設定する。 の状況，病状名等

○介護票
* 概況及び報告書〈国〉

６ 病 院 報 告 〇統計法 全国の病院，療養 病院（療養病床を有する診療 毎 年
（一般統計） （平19．法律53） 病床を有する診療所 所）を対象とする。なお，従事 患者票(毎月)

〇医 療 法 における患者の利用 者票は病院を対象とする。 従事者票
（昭23．法律205） 状況及び従事者の状 ○患者票 (年1回 10月1日)
〇医療法施行規則 況を把握し，医療行 在院患者数，新入院患者数，
（昭23．厚生省令50） 政の基礎資料を得 退院患者数，外来患者数等

る。 ○従事者票
医師・歯科医師・薬剤師・看
護師等の数
* 概況及び報告書〈国〉
衛生統計年報〈県〉
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調 査 名 根 拠 法 令 目 的 調査内容／* 成果物 周 期

７ 受 療 行 動 調 査 〇統計法 医療施設を利用す 一般病院を利用した患者（入 ３年に1回(10月)
（一般統計） （平19．法律53） る患者について，受 院・外来）を対象とする。 【次回調査】

療の状況や受けた医 ○外来患者票 平成２６年
療に対する満足度等 他の医療機関の受診の有無，
を調査することによ 診療前待ち時間，診療時間，病
り，患者の医療に対 気に対する説明の状況，ｶﾙﾃに
する認識や行動を明 ついての患者の希望，満足度等
らかにし，今後の医 ○入院患者票
療行政の基礎資料を 他の医療機関の受診の有無，
得る。 病気に対する説明の状況，ｶﾙﾃ

についての患者の希望医療機関
の選択理由,診療結果,満足度等
* 概況及び報告書〈国〉

８ 社会保障・人口問題 〇統計法 少子化対策や社会 国立社会保障・人口問題研究 毎 年
基 本 調 査 （平19．法律53） 保障政策を考察する 所の委託調査である。
（一般統計） 上での基礎資料を得 毎年，テーマが変わる。

る。 * 報告書〈国〉
９ 医師・歯科医師・ 〇統 計 法 医師，歯科医師及 全ての医師，歯科医師，薬剤 ２年に１回

薬剤師調査 （平19．法律53） び薬剤師について， 師を対象とする。 (12月31日現在)
（一般統計） ○医 師 法 性，年齢，業務の種 住所，性，生年月日，登録年 【次回調査】

（昭23．法律201） 別・従事場所及び診 月日，業務の種別，主たる業務 平成２６年
○歯 科 医 師 法 療科名等による分布 内容，従事先の所在地，従事す
（昭23．法律202） を明らかにし，厚生 る診療科名等
○薬 剤 師 法 労働行政の基礎資料 * 概況及び報告書〈国〉
（昭35．法律146） を得る。 衛生統計年報〈県〉

10 地域保健・健康 〇統 計 法 地域住民の健康の 保健所及び市町村の事業活動 毎年度
増 進 事 業 報 告 （平19．法律53） 保持及び増進を目的 の内容
（一般統計） 〇地 域 保 健 法 とした地域の特性に （主な調査事項）

（昭22．法律101） 応じた保健施策の展 ・母子保健等ｻｰﾋﾞｽの実施状況
〇健 康 増 進 法 開等を実施主体であ ・保健所の連絡調整等実施状況
（平14．法律103） る保健所及び市町村 ・職員の設置状況及び保健所職

ごとに把握すること 員の市町村への援助状況
により，地域保健対 ・健康増進事業の実施状況
策の効率・効果的な
推進のための基礎資 * 報告書〈国〉
料を得る。

11 衛生行政報告例 〇地 方 自 治 法 都道府県・指定都 健康政策・保健医療・生活衛 毎年度
（一般統計） （昭22．法律67） 市・中核市における 生・薬務関係の行政実績

衛生行政の実態を把 ○年度報47 隔 年
握し，国及び地方公 隔年報11
共団体の衛生行政運
営のための基礎資料 * 報告書〈国〉
を得る。 衛生統計年報〈県〉

12 21世紀成年者縦断調査 ○統計法 少子化対策等厚生 国が指定する成年者を調査対 毎 年
（一般統計） (平19. 法律53) 労働行政施策の企画 象として，経年変化の状況を継

立案，実施のための 続的に観察する。
基礎資料を得る。 男女の結婚，出産就業等の実

態及び意識等

＊概況及び報告書〈国〉


